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令和４年門審第２６号 

裁    決 

モーターボートＡ乗揚事件 

 

  受  審  人  ａ１ 

    職  名 Ａ操船者 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官松崎範行出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ａ１を戒告する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和４年５月１日１４時２５分 

 福岡県勝島西方沖合 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名  モーターボートＡ 

  総 ト ン 数  ４.５５トン 

  登 録 長  １０.８７メートル 

  機 関 の 種 類  ディーゼル機関 

   出    力 ２２０キロワット 
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３ 事実の経過 

Ａは、船体中央部に操舵室を配し、同室前部中央に舵輪、その左舷

側にＧＰＳプロッター、右舷側に機関遠隔操縦装置、同操縦装置後方

に操縦席をそれぞれ備えたＦＲＰ製モーターボートで、船長ａ２が１

人で乗り組み、ａ１受審人ほか知人１０人を乗せ、釣りの目的で、船

首０.５メートル船尾１.８メートルの喫水をもって、令和４年５月１

日０５時５０分関門港小倉区の係留場所を発し、勝島周辺の釣り場に

向かった。 

ところで、勝島は倉良瀬戸南東部に位置し、同島西方沖合には、お

おむね水深２メートル未満の浅所（以下「勝島西方浅所」という。）

が距岸約４００メートルのところまで拡延していて、ＧＰＳプロッタ

ーの画面表示を小縮尺から大縮尺に切り換える（以下「拡大表示す

る」という。）ことで、水深の詳細を把握することができた。 

また、ａ１受審人は、ａ２船長が経営する会社の社員で、ａ２船長

からこれまでにＡの操船を５回ほど任されていた。 

ａ２船長は、０７時３０分釣り場に到着し、移動しながら知人に釣

りを行わせ、１４時１５分頃勝島東方沖合でａ１受審人と操船を交替

した後、当初は帰途に就く予定であったものの、釣果のなかった知人

から最後に勝島南方沖合の釣り場に移動してほしいとの要望を受けた

ので、同釣り場へ向けて発進することとした。 

発進するに当たり、ａ１受審人は、勝島周辺を航行したのは２回目

で、勝島西方浅所の拡延状況を把握していなかったが、ａ２船長から

特に航行上の指示や注意事項を受けなかったので、ＧＰＳプロッター

に保存された過去の航跡を頼りに勝島から離れていれば無難に航行で

きるものと思い、同プロッターを拡大表示して水深の詳細を把握する

など、水路調査を十分に行わなかった。 
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ａ１受審人は、ａ２船長が左横で立った姿勢で見張りに当たる中、

操縦席に腰を掛けて操船に当たり、ＧＰＳプロッターを水深４メート

ル未満が表示されない小縮尺の状態のまま、１４時２３分半僅か過ぎ

神湊港北防波堤灯台（以下「神湊港灯台」という。）から３０２度（ 

真方位、以下同じ。）１.１海里の地点で、針路を１８２度に定め、

１０.０ノットの速力（対地速力、以下同じ。）で、手動操舵により

進行した。 

こうして、ａ１受審人は、勝島西方浅所に向首接近している状況に

気付かないまま続航し、１４時２５分神湊港灯台から２９１度１.０

海里の地点において、Ａは、原針路及び原速力で、同浅所に乗り揚げ

た。 

当時、天候は曇りで風力３の北西風が吹き、潮候は下げ潮の末期に

当たり、視界は良好であった。 

乗揚の結果、船尾船底外板に亀裂等を生じたが、のち修理された。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件乗揚は、倉良瀬戸南東部において、勝島南方沖合の釣り場へ向け

て発進する際、水路調査が不十分で、勝島西方浅所に向首進行したこと

によって発生したものである。 

 ａ１受審人は、倉良瀬戸南東部において、勝島南方沖合の釣り場へ向

けて発進する場合、勝島西方浅所の拡延状況を把握していなかったのだ

から、ＧＰＳプロッターを拡大表示して水深の詳細を把握するなど、水

路調査を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、ａ２船

長から特に航行上の指示や注意事項を受けなかったので、ＧＰＳプロッ

ターに保存された過去の航跡を頼りに勝島から離れていれば無難に航行

できるものと思い、水路調査を十分に行わなかった職務上の過失により、
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勝島西方浅所に向首接近している状況に気付かないまま進行して乗揚を

招き、船体に損傷を生じさせるに至った。 

 以上のａ１受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和４年１２月２０日 

     門司地方海難審判所 

審 判 長 審 判 官  上  田  容  之 

 

             審 判 官  桒  原  和  栄 

 

     審 判 官  山  本  哲  也 


